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次のとおり公募します。 
 

平成 28 年 8 月 30 日 

                 一般社団法人日本医療安全調査機構 
                          理事長 髙久 史麿 

 

医療事故調査制度広報用ポスター 
デザイン募集要項 

 

１．目的 

 平成 27 年 10 月 1 日より医療事故調査制度が開始され、間もなく 1 年を迎えます。こ

の度、医療事故調査制度に対する関心を深めることを目的として、全国の医療機関及び

行政機関等に掲示するためのポスターを作成するにあたり、ポスターのデザインを募集

いたします。（制度の詳細については、リーフレットをご参照ください。） 
 

２．募集作品の内容 

別添のポスター原案をもとに、医療事故調査制度により関心を持っていただけるよう

なデザインに仕上げてください。 

 規    格  大・B2（515mm×728mm）、縦長 
      小・A3（297mm×420mm）、縦長 

  作成条件   以下の要件を全て満たす作品 

・ポスター原案内に記載されている文章は変更しないこと。（書体及びサイズ変更

は可） 
・大及び小のデザイン内容については同一のものとする。 
・デザインは、未発表作品のものに限る。 
・他者の著作権等を侵害していない作品とする。 
・公序良俗に反しない作品であること。 

  注意事項  

・応募者 1 名につき何点でも応募可能です。 
・応募作品の返却は致しません。 
・作成条件を満たさない作品については、選考の対象となりません。 
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３．応募資格 

採用作品に選出された場合のデータ提供が可能な方、及び「８．著作権について」の

記載事項に同意する方であれば、個人、団体を問わずどなたでも参加できます。 
 

４．応募期間 

平成 28 年 8 月 30 日(火)～9 月 30 日(金)【最終日は 17 時までに必着】 
 

５．応募方法 

・必要事項を記載した応募票（当機構ホームページにてダウンロードしてください）

とともに、B2 版の用紙に印刷した作品を、次項記載の提出先へ送付してください。 
・作品 1 点につき応募票 1 枚を添付してください。また、作品の裏面右下には応募者

氏名を必ず記載してください。 
・提出方法は、原則として郵送とし、簡易書留にて送付してください。 

 注意事項  

・作品、応募票以外のものは同封しないでください。 
 

６．提出先及び問い合わせ先 

一般社団法人 日本医療安全調査機構 事務局 （担当：岩本、足立） 
〒105-6105 東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービル 5 階 
TEL：03-5401-3021（平日 9:00～17:30）／ FAX：03-5401-3022 
E-Mail：soumu.anzen@medsafe.or.jp 
ホームページ：https://www.medsafe.or.jp/ 

 

７．採用作品の選考及び取扱い 

 選考期間  平成 28 年 10 月 3 日(木)～10 月 6 日(木) 

 選考方法  当機構職員による選考の結果、最も優れた作品 1 点を採用します。 
（特に優れた作品がない場合は、採用作品なしの可能性もあります。） 

 結果発表  平成 28 年 10 月 7 日(金)、採用作品を日本医療安全調査機構ホームペ

ージ上にて発表します。（落選者への通知はいたしません。） 

 賞  金  採用作品については、作成者へ賞金 5 万円を贈呈いたします。 
        ※団体の場合は、団体に対し 5 万円。 

※18 歳未満の作品を採用する場合は、5 万円分の図書カード。 
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８．著作権等について 

・採用された作品の著作権は、一般社団法人日本医療安全調査機構（以下、「当機構」

という。）に帰属することとします。なお、採用作品については、ポスター以外の広

報資料等に使用されることがあります。 
・応募作品に関しては、他者の同意の有無にかかわらず、他者の作品や顔写真、商標

等を当該作品中に入れないでください。 
・他者の著作権及び知的財産権等を侵害した場合、応募者は自らの責任により問題解

決を行うこととし、当機構は一切の責任を負いません。 
・採用作品の作成者は、事前に当機構から書面による合意をとらない限り、応募作品

を第三者へ販売、貸与、譲渡およびその他使用許可、ならびに作成者が応募作品を

使用（掲載等）できないものとします。 
 

９．個人情報について 

当機構が取得した応募者に関する個人情報については、当該公募の選考にかかる業務

のみに使用することとし、応募者の同意がある場合又は法令に基づき開示することが必

要である場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。 


